
穴水町若者ふるさと就職促進奨励金交付事業

地元の若者の定住人口拡大や U・Iターン者等の移住促進のために、穴水町内の事業所に新

たに就職される４０歳以下の方に対し、「若者ふるさと就職促進奨励金」を交付します。

穴水町に住所のある４０歳以下の方で、穴水町内の事業所に新たに就職された方のうち、次

のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

（１） 新規学卒者
対象者 ： 穴水町の出身者で、修学年限終了後１年以内の方

交付額 ： 単身世帯 １０万円、その他世帯 ２０万円

（２） Ｕ・Ｉターン者
対象者 ： 穴水町外から転入された方

交付額 ： 単身世帯 １０万円、その他世帯 ２０万円

（３） 奨学資金貸与者
対象者 ： 穴水町奨学資金貸与者で延滞なく償還している方

交付額 ： 償還年額実績の１/２の額（交付期間 ５年間、限度額 １０万円／年）

穴水町内の事業所に新たに就職された日から、６カ月以内に交付申請書に住民票等の

必要書類を添付し、申請して下さい。

① 事業の内容は？

③ 申込みの手続きは？

② 交付対象者と奨励金の交付額は？

【申込み・お問い合わせ】
〒927-8601

石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの 174 番地 穴水町役場 観光交流課

TEL：0768-52-3671 FAX：0768-52-2079

E-mail:kouryu4@sec.town.anamizu.ishikawa.jp



様式第１号の１（第５条関係）

穴水町若者ふるさと就職促進奨励金交付申請書

令和 年 月 日

穴水町長 石 川 宣 雄 様

申請者 住所

氏名 ㊞

穴水町若者ふるさと就職促進奨励金の交付を受けたいので、穴水町若者ふるさと就職促進奨励金

交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。

備 考

交付申請にあたっては、穴水町ふるさと就職促進奨励金交付要綱別表第２に規定する

関係書類を添付して下さい。

１ 奨励金の種類

□ 新規学卒者就職奨励金

□ Ｕターン者就職奨励金

□ Ｉターン者就職奨励金

２ 奨励金の交付申請額 円

３ 住民基本台帳等登録年月日 年 月 日

４ 雇用事業所の所在地及び名称

所 在 地

名 称

電話番号 （ ） －

５ 正規雇用年月日 年 月 日

穴水町長 石 川 宣 雄 様

穴水町ふるさと就職促進奨励金交付要綱の規定を遵守し、奨励金の交付に必要な関係情報の

記録を町長が調査確認することに同意します。

また、交付要綱第８条に該当することになったときは、遅延なく報告します。

申請者 住 所

氏 名 ㊞

電話番号 （ ） －



様式第１号の２（第５条関係）

穴水町若者ふるさと就職促進奨励金交付申請書

令和 年 月 日

穴水町長 石 川 宣 雄 様

申請者 住所

氏名 ㊞

穴水町若者ふるさと就職促進奨励金の交付を受けたいので、穴水町若者ふるさと就職促進奨励金

交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。

備 考

交付申請にあたっては、穴水町ふるさと就職促進奨励金交付要綱別表第２に規定する

関係書類を添付して下さい。

１ 奨励金の種類 奨学資金貸与者就職奨励金

２ 奨励金の交付申請額 円

３ 住民基本台帳等登録年月日 年 月 日

４ 雇用事業所の所在地及び名称

所 在 地

名 称

電話番号 （ ） －

５ 正規雇用年月日 年 月 日

穴水町長 石 川 宣 雄 様

穴水町ふるさと就職促進奨励金交付要綱の規定を遵守し、奨励金の交付に必要な関係情報の

記録を町長が調査確認することに同意します。

また、交付要綱第８条に該当することになったときは、遅延なく報告します。

申請者 住 所

氏 名 ㊞

電話番号 （ ） －


